
福岡市雑用水道奨励補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　福岡市節水推進条例（平成15年福岡市条例第39号。以下「条例」という。）第18条の規定に基づく補助金（以下「奨励補助金」という。）の交付について必要な事項を以下のとおり定める。
（標準施設費）
第２条　標準施設費は、個別循環型雑用水道に係る設備のうち原水貯留槽、水処理設備及び貯留槽（以下「補助対象設備」という。）の設置に要する費用とし、次に掲げる基本施設費に当該循環利用水処理施設の１日当たりの処理水量（施設能力）に応じ別表に定める金額を加算した金額（循環利用水処理施設の設置に実際に要した費用の額がこれに満たない場合は、その実際に要した費用の額。いずれの場合も１０万円未満の端数は切り捨てるものとする。）とする。
  (1)　下水処理区域内に設置した場合
　　             基本施設費　     １１，６００千円
  (2)　下水処理区域外に設置した場合
　　             基本施設費     　　６，３００千円
（奨励補助金の額等）
第３条　奨励補助金の額は、前条に定める 標準施設費に4.2％を乗じて算出した額とする。
２　他の補助制度に基づき補助金の交付を受ける予定のあるものは、当該補助金額を控除した額とする。
（奨励補助金の交付の申請）
第４条　条例第18条に規定する建築主は、奨励補助金を受けようとするときは、福岡市節水推進条例施行規則（平成１５年福岡市規則第１１４号。以下「規則」という。）第12条第５項に定める雑用水道検査済証の交付を受けた日の翌日から起算して１年以内に、奨励補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
　(1)　建築基準法第７条第３項に規定する検査済証の写し。
　(2)　規則第11条に定める節水計画確認書（規則様式第４号）の写し
　(3)　規則第12条第５項に定める雑用水道検査済証（規則様式第７号）の写し
　(4)　雑用水道設置に要した費用の額を証明する書類
  (5)  その他必要な書類
（奨励補助金の交付の決定）
第５条　市長は、奨励補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、適当と認められるときは、奨励補助金の交付の決定をするものとする。
（決定の通知）
第６条　市長は、奨励補助金の交付の決定をしたときは、奨励補助金交付決定通知書（様式第２号）により速やかにその決定内容を奨励補助金交付申請者に通知するとともに、当該決定に係る額の奨励補助金を交付するものとする。
（補助金の返還等）
第７条　市長は、この要綱の規定により奨励補助金の交付を受けた者が条例、規則及びこの要綱に違反していたことが判明したときは、当該奨励補助金の交付の決定を取り消し、当該奨励補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
（補則）
第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附　則
１   この要綱は、平成16年４月１日から施行し、福岡市雑用水道奨励補助金交付要綱（昭和５５年２月１日付市長決裁）（以下「旧要綱」という。）は廃止する。
（経過措置）
２　本要綱施行日において、旧要綱第５条に規定する指定申請を行っている者については、第４条の「雑用水道検査済証交付を受けた日の翌日から起算して１年以内」は「大型建築物工事完了届提出後１年以内」と読み替え、補助金の額については旧要綱に基づく額とする。
別表
(1)　下水処理区域内に設置する場合
	              区          分 　　　　　　
	加算額（千円）

	１０立方メートルまでの部分
	１立方メートルにつき　　 ４８０

	１０立方メートルを超え　２０立方メートルまでの部分 
	　    　〃  　　　　　　４５０

	２０　　　〃      　　 ３０　　　　〃　　　
	      　〃  　　　　　　４２０

	３０　　　〃        　 ４０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ３９０

	４０　　　〃      　　 ５０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ３６０

	５０　　　〃      　　 ６０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ３３０

	６０　　　〃      　　 ７０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ３００

	７０　　　〃      　　 ８０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ２７０

	８０　　　〃      　 　９０　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ２４０

	９０　　　〃    　 　１００　　　　〃　　　
	      　〃　　　　　　  ２１０

	１００　　　〃　  　 　１１０　　　　〃　　
	      　〃　　　　　　  １８０

	１１０　　　〃    　 　１２０　　　　〃　　
	      　〃　　　　　　  １６０

	１２０　　　〃    　　 １３０　　　　〃　　
	      　〃　　　　　　  １４０

	１３０　　　〃    　 　１４０　　　　〃　　
	      　〃　　　　　　  １２０

	１４０　　　〃    　 　１５０　　　　〃　　
	      　〃　　　　　　  １００

	１５０立方メートルを超える部分
	      　〃　　　　　　    ８０ 


　                            
(2)　下水処理区域外に設置する場合
	              区          分 　　　　　　
	加算額（千円）

	   １立方メートルにつき      
	                        ８０


様式第１号
	　　　　　　　　　奨励補助金交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　（あて先）

　　　福岡市長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　

　　　個別循環型雑用水道の設置に関し、奨励補助金の交付を受けたい

　　ので、福岡市雑用水道奨励補助金交付要綱第４条の規定に基づき下

記のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　記

　　１．建築物の名称

　　２．建築物の場所

　　３．節水計画確認書番号　　　　　　年度　　第　　　　号
　　４．補助対象設備の規模　　　　　 　　　　　　　ｍ３/日




様式第２号

	　　　　　　 　奨励補助金交付決定通知書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　

　                  様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市長
　　　福岡市雑用水道奨励補助金交付要綱第６条の規定に基づき

年　　月　　日付をもって申請のあった雑用水道の設置に

係る奨励補助金について下記のとおり交付することに決定したの

で、通知します。

　　　　　　　　　　　　　　　記

　　１．奨励補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
　　２．節水計画確認書番号　　　　　　年度　　第　　　　号
　　３．建築物の名称
　　４．建築物の場所




